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（
別
紙
２
）

○

宅
地
建
物
取
引
業
法
の
解
釈
・
運
用
の
考
え
方
（
平
成
１
３
年
国
総
動
第
３
号
）
新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

第
３
４
条
の
２
関
係

第
３
４
条
の
２
関
係

５

媒
介
価
額
に
関
す
る
意
見
の
根
拠
の
明
示
義
務
に
つ
い
て

５

媒
介
価
額
に
関
す
る
意
見
の
根
拠
の
明
示
義
務
に
つ
い
て

（
略
）

（
略
）

(1)

(1)

取
引
事
例
の
取
扱
い
に
つ
い
て

取
引
事
例
の
取
扱
い
に
つ
い
て

(2)

(2)

媒
介
価
額
の
評
価
を
行
う
に
は
豊
富
な
取
引
事
例
の
収
集
を
行

媒
介
価
額
の
評
価
を
行
う
に
は
豊
富
な
取
引
事
例
の
収
集
を
行

い
同
種
、
類
似
の
取
引
事
例
を
使
用
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、

い
同
種
、
類
似
の
取
引
事
例
を
使
用
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、

そ
の
場
合
に
は
取
引
事
例
の
中
に
顧
客
の
秘
密
に
関
わ
る
も
の
が

そ
の
場
合
に
は
取
引
事
例
の
中
に
顧
客
の
秘
密
に
関
わ
る
も
の
が

含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
、
収
集
及
び
管
理
は
、
次
の
点
に

含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
、
収
集
及
び
管
理
は
、
次
の
点
に

留
意
し
、
特
に
慎
重
を
期
す
る
こ
と
と
す
る
。

留
意
し
、
特
に
慎
重
を
期
す
る
こ
と
と
す
る
。

①

取
引
事
例
を
顧
客
や
他
の
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
提
示
し
た

①

取
引
事
例
を
顧
客
や
他
の
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
提
示
し
た

り
、
そ
の
収
集
及
び
管
理
を
行
う
指
定
流
通
機
構
に
報
告
す
る

り
、
そ
の
収
集
及
び
管
理
を
行
う
指
定
流
通
機
構
に
報
告
す
る

行
為
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
法
第
３
４
条
の
２
第
２
項
の

行
為
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
法
第
３
４
条
の
２
第
２
項
の

規
定
に
よ
る
義
務
を
果
た
す
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
法
第

規
定
に
よ
る
義
務
を
果
た
す
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
法
第

４
５
条
及
び
第
７
５
条
の
３
の
「
正
当
な
理
由
」
が
あ
る
と
解

４
５
条
及
び
第
７
５
条
の
２
の
「
正
当
な
理
由
」
が
あ
る
と
解

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

②
～
⑤

（
略
）

②
～
⑤

（
略
）

第
３
５
条
第
１
項
第
８
号
関
係

第
３
５
条
第
１
項
第
８
号
関
係

建
築
条
件
付
土
地
売
買
契
約
に
つ
い
て

建
築
条
件
付
土
地
売
買
契
約
に
つ
い
て

宅
地
建
物
取
引
業
者
が
、
い
わ
ゆ
る
建
築
条
件
付
土
地
売
買
契
約
を

宅
地
建
物
取
引
業
者
が
、
い
わ
ゆ
る
建
築
条
件
付
土
地
売
買
契
約
を
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締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
建
物
の
工
事
請
負
契
約
の
成
否
が
土
地

締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
建
物
の
工
事
請
負
契
約
の
成
立
が
土
地

の
売
買
契
約
の
成
立
又
は
解
除
条
件
で
あ
る
旨
を
説
明
す
る
と
と
も

の
売
買
契
約
の
成
立
又
は
解
除
条
件
で
あ
る
旨
を
説
明
す
る
と
と
も

に
、
工
事
請
負
契
約
が
締
結
さ
れ
た
後
に
土
地
売
買
契
約
を
解
除
す
る

に
、
工
事
請
負
契
約
が
締
結
さ
れ
た
後
に
土
地
売
買
契
約
を
解
除
す
る

際
は
、
買
主
は
手
付
金
を
放
棄
す
る
こ
と
に
な
る
旨
を
説
明
す
る
こ
と

際
は
、
買
主
は
手
付
金
を
放
棄
す
る
こ
と
に
な
る
旨
を
説
明
す
る
こ
と

と
す
る
。
な
お
、
買
主
と
建
設
業
者
等
の
間
で
予
算
、
設
計
内
容
、
期

と
す
る
。
な
お
、
買
主
と
建
設
業
者
等
の
間
で
予
算
、
設
計
内
容
、
期

間
等
の
協
議
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
ま
ま
、
建
築
条
件
付
土
地
売

間
等
の
協
議
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
ま
ま
、
建
築
条
件
付
土
地
売

買
契
約
の
締
結
と
工
事
請
負
契
約
の
締
結
が
同
日
又
は
短
期
間
の
う
ち

買
契
約
の
締
結
と
工
事
請
負
契
約
の
締
結
が
同
日
又
は
短
期
間
の
う
ち

に
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
買
主
の
希
望
等
特
段
の
事
由
が
あ
る
場
合
を
除

に
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
買
主
の
希
望
等
特
段
の
事
由
が
あ
る
場
合
を
除

き
、
適
当
で
な
い
。

き
、
適
当
で
な
い
。

第
４
５
条
関
係

第
４
５
条
関
係

法
第
４
５
条
及
び
第
７
５
条
の
３
の
「
正
当
な
理
由
」
に
つ
い
て

法
第
４
５
条
及
び
第
７
５
条
の
２
の
「
正
当
な
理
由
」
に
つ
い
て

法
第
４
５
条
及
び
第
７
５
条
の
３
に
規
定
す
る
「
正
当
な
理
由
」
と

法
第
４
５
条
及
び
第
７
５
条
の
２
に
規
定
す
る
「
正
当
な
理
由
」
と

し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
が
、
な
お
「
正
当
な
理

し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
が
、
な
お
「
正
当
な
理

由
」
に
該
当
す
る
か
否
か
は
、
個
別
具
体
の
事
例
に
お
い
て
判
断
す
る

由
」
に
該
当
す
る
か
否
か
は
、
個
別
具
体
の
事
例
に
お
い
て
判
断
す
る

必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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（
略
）

～

（
略
）
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(4)
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(4)


